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避難訓練の種類と実施例

◯市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設は水防法や土砂災害防止法に基づき、
避難訓練の実施が義務付けられています。

○原則年１回以上の実施をお願いします。

■立退き訓練 ■屋内安全確保訓練

■図上訓練 ■避難経路等の確認訓練

⇒各施設の状況に応じて、上記を参考に訓練を計画してください。

※訓練事例は「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」（国土交通省 水管理・国土保全局、R4.3）より抜粋
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/tebiki.pdf

施設利用者の
参加不要

施設利用者の
参加不要
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https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/tebiki.pdf


訓練実施後の報告

避難訓練実施後は、所定の様式により、
市町村へ報告書の提出をお願いします。

報告書の様式や提出方法は各市町村で定
められています。
問い合わせ先は、次のスライドを参考にしてく
ださい。

○避難訓練を実施した場合、市町村への報告が義務付けられています。

※様式の出典
国土交通省のHP：

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou
/bousai-gensai-suibou02.html
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https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html


避難確保計画報告や訓練実施後報告について
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まとめ

✓要配慮者利用施設の避難の実効性確保のため、避難
確保計画の作成及び避難訓練の実施、訓練実施後の
報告が義務付けられている

✓安全・迅速な避難には、避難訓練の実施が不可欠

✓避難訓練は、できることから取り組もう

✓避難訓練実施後の報告を忘れずに
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（参考）避難確保計画の作成・活用の手引き 様式等

◯国土交通省ホームページにおいて、避難確保計画の作成・活用の手引き・
避難訓練実施報告書の様式例、解説動画などが掲載されています。

◆ 避難確保計画の作成・手引き 記載例 掲載ページ
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html

避難確保計画の作成・確認のポイント解説動画

避難確保計画チェックリスト

訓練実施結果報告書（様式例）
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https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html


（参考）その他のお役立ち情報

◯その他、要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニング教材や、水害からの
避難の取り組みの成果事例集などを掲載しています。

要配慮者利用施設における水害からの避難の
取り組みの成果事例集

要配慮者利用施設における避難確保
に関するｅラーニング 解説動画
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（参考）取組事例①

（R080116実施_国土交通省主催の府県市町村担当者研修会資料抜粋）
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（参考）取組事例②

（R080116実施_国土交通省主催の府県市町村担当者研修会資料抜粋）
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